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１１８ 砕石用バスケットカテーテルの算定がない場合の内視鏡的胆道結石

除去術又は内視鏡的乳頭切開術の胆道砕石術を伴うものの算定につい

て 

 

《令和６年４月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

胆道結石除去用カテーテルの砕石用バスケットカテーテルの算定がなく、

次の詳記※もない場合のＫ685 内視鏡的胆道結石除去術「１」胆道砕石術を伴

うもの又はＫ687 内視鏡的乳頭切開術「２」胆道砕石術を伴うものの算定は、

原則として認められない。 

 

※：電気水圧衝撃波、超音波、砕石用把持鉗子等により結石を破砕した等の内容 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

Ｋ685 内視鏡的胆道結石除去術の「１」胆道砕石術を伴うものについては、

厚生労働省通知※に「胆道鏡を用いＴ字管又は胆管外瘻孔を介し、若しくは内

視鏡を用い経十二指腸的に、電気水圧衝撃波、超音波又は砕石用把持鉗子等に

より結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて摘出する場合に

算定する。」と示されている。 

また、Ｋ687 内視鏡的乳頭切開術「２」胆道砕石術を伴うものについては、

同通知に「乳頭切開を行った後、経乳頭的に電気水圧衝撃波、超音波又は砕石

用把持鉗子等により結石を破砕し、バスケットワイヤーカテーテルを用いて

摘出した場合は、「２」により算定する。」と示されている。 

このため、胆道結石除去用カテーテルの砕石用バスケットカテーテルの算

定がなく、電気水圧衝撃波、超音波、砕石用把持鉗子等により結石を破砕した

等の詳記もない場合のＫ685 内視鏡的胆道結石除去術「１」胆道砕石術を伴う

もの又はＫ687 内視鏡的乳頭切開術「２」胆道砕石術を伴うものの算定は、原

則として認められないと判断した。 

 

 

（※）診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について 
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